
ま
ち
の
話
題

ま
ち
か
ら
の
お
知
ら
せ

子
育
て
・
健
康
・
相
談

ま
ち
の
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

ま
ち
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
交
通
事
故
、
詐
欺
、
脅
迫
な
ど

の
犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
た
が
、
検

察
官
が
そ
の
事
件
を
起
訴
し
て
く

れ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
不
満
を
お

持
ち
の
方
は
、
遠
慮
な
く
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
審
査
申
立
費
用
は
無

料
で
す
。
審
査
員
は
、
選
挙
権
を

持
っ
て
い
る
20
歳
以
上
の
方
の
中

か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
検
察
審
査
会
で
は
、
こ
の

制
度
を
ド
ラ
マ
形
式
で
紹
介
し
た

D
V
D
の
貸
出
を
行
っ
て
い
ま
す

の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
さ
い
た

ま
第
一
検
察
審
査
会
事
務
局
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　
さ
い
た
ま
第
一
検
察
審
査
会

事
務
局
蕕
８
６
３
︱
８
７
１
４

　
町
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方

に
、
負
担
割
合
の
判
定
を
行
っ
た

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し

ま
す
。

　
８
月
以
降
に
医
療
機
関
等
で
受

診
す
る
場
合
は
、
窓
口
で
新
し
い

高
齢
受
給
者
証
と
保
険
証
を
一
緒

に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
医
療
課
＊
２
１
７
２

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

（
自
営
業
者
・
農
業
者
・
フ
リ
ー

タ
ー
な
ど
）
で
、
経
済
的
な
理
由

等
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
保

険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な

る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納

付
猶
予
制
度
（
50
歳
未
満
の
方
）」

が
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
医
療
課

国
民
年
金
係
窓
口
で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

　
平
成
30
年
度
の
免
除
等
の
受
付

は
７
月
２
日
か
ら
開
始
さ
れ
、
７

月
分
か
ら
平
成
31
年
６
月
分
ま
で

の
期
間
を
対
象
と
し
て
、
前
年
の

所
得
に
基
づ
き
審
査
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過
去
期
間

に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を
提
出
し

た
日
か
ら
２
年
１
か
月
前
ま
で
に

な
り
ま
す
。

  

な
お 

、
失
業
や
災
害
な
ど
を
理

由
と
す
る
と
き
は
、
特
例
が
あ
り

ま
す
。
失
業
の
場
合
は
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
等
、
災
害
の
場

合
は
罹
災
証
明
書
等
が
必
要
に
な

る
の
で
、
詳
し
く
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

※
免
除
等
は
、
前
年
の
所
得
を
基

準
と
し
ま
す
の
で
、
所
得
の
申
告

は
忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
医
療
課
＊
２
１
７
３

　
町
で
は
、
失
業
や
災
害
な
ど
の

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
っ
て
税

の
納
付
が
難
し
い
場
合
に
つ
い
て
、

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
制
度
を

設
け
て
い
ま
す
。

　
減
免
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
医
療
課
＊
２
１
７
２

平
成
30
年
度
介
護
保
険
料
の
納
付

を
お
願
い
し
ま
す

  
７
月
中
旬
ま
で
に
第
１
号
被
保

険
者
（
65
歳
以
上
）
の
方
で
、
特

別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

の
方
に
は
、
介
護
保
険
料
特
別
徴

収
開
始
通
知
書
を
、
普
通
徴
収

（
特
別
徴
収
以
外
）
の
方
に
は
、

平
成
30
年
度
分
の
納
入
通
知
書
ま

た
は
口
座
振
替
通
知
書
を
そ
れ
ぞ

れ
郵
送
し
ま
す
。
詳
し
く
は
通
知

書
に
同
封
し
た
お
知
ら
せ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

ご
存
知
で
す
か
？
検
察
審
査
会

タウン情報内…内容　　日…日時　　場…場所　　対…対象　　定…定員
持…持ち物　費…費用・参加費（記載のないものは無料）　
講…講師　　申…申込み　問…問合せ伊奈町役場 蕕721‐2111（代）

高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

介
護
保
険

　伊奈中央駅のバリアフリー化に
向けて、エレベーターの設置工事
が７月から開始される予定です。
伊奈中央駅のエレベーターとその
連絡通路は、駅西側の新幹線側道
部分を封鎖して工事を行うため、
車両の通行ができなくなります。
　なお、エレベーターの供用開始
時期は平成30年度中を予定してお
ります。
問　生活安全課＊２２８３

エレベーター設置工事に伴う
　　　伊奈中央駅周辺の道路封鎖

自転
車駐
輪場

丸山
駅方
面

羽貫
駅方
面

新幹
線側
道

新幹
線側
道

側道
西側
の道
路伊奈

中央
駅

新幹
線側
道 新幹

線側
道

EV

EV

駅前
トイレ

連
絡
通
路

駅前広場

封鎖する箇所

新幹線側道から西側
の道路へ抜けられる
ように、新しく道路
をつくります。

…エレベーター設置場所
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ま
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ま
ち
か
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ら
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子
育
て
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健
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ま
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ラ
イ
ン

ま
ち
か
ら
の
お
知
ら
せ

転
入
等
さ
れ
た
方

①
今
年
７
月
以
降
に
転
入
さ
れ
た

65
歳
以
上
の
方
に
は
、
転
入
月
ま

た
は
そ
の
翌
月
に
納
入
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。

②
今
年
７
月
以
降
に
満
65
歳
に
な

る
方
に
は
、
満
65
歳
到
達
月
ま
た

は
そ
の
翌
月
に
納
入
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
。

※
満
65
歳
到
達
月
と
は
、
生
ま
れ

た
日
の
前
日
の
属
す
る
月
と
な
り

ま
す
。

介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
割
合
が

変
わ
り
ま
す

　
現
在
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
際
の
利
用
者
負
担
は
１
割
ま
た

は
２
割
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
８

月
利
用
分
か
ら
第
１
号
被
保
険
者

（
65
歳
以
上
）
で
２
割
負
担
者
の

う
ち
、
現
役
並
み
所
得
の
方
の
負

担
割
合
が
3
割
と
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担

の
軽
減

対　
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す

る
方

　
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
方

に
は
７
月
中
に
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
。

※
た
だ
し
、
預
貯
金
等
が
単
身
で

１
，０
０
０
万
円
超
、
夫
婦
で
２
，

０
０
０
万
円
超
の
場
合
ま
た
は
世

帯
分
離
し
て
い
る
配
偶
者
が
課
税

さ
れ
て
い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

問　
福
祉
課
＊
２
１
２
３

平
成
30
年
度
分
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
の
方
に
は
、
平
成
30
年
度
分

の
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
７
月

中
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

対
象
の
方

　
今
年
４
月
か
ら
特
別
徴
収
が
開

始
さ
れ
た
方
に
は
、
保
険
料
額
決

定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
特

別
徴
収
は
年
金
保
険
者
（
日
本
年

金
機
構
な
ど
）
か
ら
の
通
知
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

普
通
徴
収
対
象
の
方

①
保
険
料
額
決
定
通
知
書
お
よ
び

納
付
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
納

期
は
、
７
月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で

の
各
月
（
８
回
）
と
な
っ
て
い
ま

す
。

②
今
年
10
月
か
ら
特
別
徴
収
が
開

始
さ
れ
る
方
に
は
、
特
別
徴
収
開

始
通
知
書
と
併
せ
て
納
付
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。
７
月
か
ら
９
月

は
納
付
通
知
書
で
納
め
て
い
た
だ

き
10
月
以
降
は
年
金
か
ら
の
天
引

き
と
な
り
ま
す
。

年
度
途
中
に
資
格
取
得
し
た
方

　
今
年
６
月
以
降
に
転
入
・
75
歳

到
達
な
ど
で
資
格
を
取
得
さ
れ
た

方
に
は
、
７
月
以
降
に
順
次
納
付

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

今
年
５
月
以
降
に
資
格
を
喪
失
し

た
方

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
月

割
り
で
算
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
転

出
・
死
亡
な
ど
で
資
格
喪
失
し
た

月
の
前
月
分
ま
で
の
保
険
料
が
賦

課
さ
れ
ま
す
。

①
特
別
徴
収
対
象
の
方

　
４
月
・
６
月
の
仮
徴
収
額
と
月

割
り
の
確
定
額
で
７
月
以
降
に
精

算
し
ま
す
。
不
足
額
が
生
じ
た
場

合
は
、
普
通
徴
収
の
納
付
通
知
書

で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

②
普
通
徴
収
対
象
の
方

　
転
出
先
や
ご
遺
族
あ
て
に
、
納

付
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の

更
新

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

の
方
に
対
し
、
保
険
医
療
機
関
で

の
負
担
割
合
（
１
割
ま
た
は
３

割
）
を
前
年
の
所
得
を
基
に
判
定

し
、
７
月
中
に
新
し
い
被
保
険
者

証
（
茶
色
）
を
送
付
し
ま
す
。

有
効
期
限
▼
平
成
31
年
７
月
31
日

※
古
い
被
保
険
者
証
（
紺
色
）
は
、

ハ
サ
ミ
を
い
れ
る
な
ど
し
て
、
厳

重
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
保
険
医
療
課
＊
２
１
７
５

タウン情報内…内容　　日…日時　　場…場所　　対…対象　　定…定員
持…持ち物　費…費用・参加費（記載のないものは無料）　
講…講師　　申…申込み　問…問合せ伊奈町役場 蕕721‐2111（代）

町税等の納期のお知らせ
納期限 7月31日㈫
①固定資産税　　　　　　２期
②国民健康保険税　　　　１期
③介護保険料　　　　　　１期
④後期高齢者医療保険料　１期

納期内の納付をお願いします。
（年金天引きの方を除きます。）
　町税等の納付は、便利な口座振替をご利用く
ださい。口座振替申込書は、納付書に同封され
ているほか、収税課・福祉課・保険医療課窓口
にあります。通帳および通帳使用印をご持参の
うえ、各窓口または取扱金融機関でお申し込み
ください。
※口座振替の開始は、申込月の翌月末以降の納
期分からとなります。
■問　①②収税課＊２１４２
　　③福祉課＊２１２４
　　④保険医療課＊２１７５

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

広　告

所　　　得　　　状　　　況 負担割合
2018.7月まで 2018.8月から

本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の
方の年金収入＋その他の合計所得金額が下記に該当する方
●１人の場合：340万円以上　●２人以上の場合：463万円以上

２割 ３割

本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の方
の年金収入＋その他の合計所得金額が下記に該当する方
●１人の場合：280万円以上　●２人以上の場合：346万円以上

２割

本人の合計所得金額が160万円未満 １割
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